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治

 
団

体
の

区
分

 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

国
会
議
員
関
係
政
治

 
団

体
の

区
分

 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

国
会
議
員
関
係
政
治

 
団

体
の

区
分

 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

国
会
議
員
関
係
政
治

 
団

体
の

区
分

 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

国
会
議
員
関
係
政
治

 
団

体
の

区
分

 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

国
会
議
員
関
係
政
治

 
団

体
の

区
分

 

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

大 
 

松 
 

利 
 

幸 
 

 

                

野
田
聖
子
後
援
会

 
連
合
会
柳
津
支
部

 

野
田
聖
子
後
援
会

 
連
合
会
明
徳
支
部

 

野
田
聖
子
後
援
会

 
連
合
会
三
輪
北
支

 
部

 

野
田
聖
子
後
援
会

 
連
合
会
み
つ
ば
会

 
支
部

 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

国
会
議
員
関
係
政
治

 
団

体
の

区
分

 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

国
会
議
員
関
係
政
治

 
団

体
の

区
分

 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

国
会
議
員
関
係
政
治

 
団

体
の

区
分

 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

国
会
議
員
関
係
政
治

 
団

体
の

区
分

 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

 国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

以
外

の
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

法
第

19
条

の
７

第
１

項
第

２
号

に
係

る
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
 

和
田
直
也
を
大
き

 
く
す
る
会

 

真
谷
碩
後
援
会

 

野
田
聖
子
後
援
会

 
連
合
会
柳
津
支
部

 

会
計

責
任

者
 

会
計

責
任

者
 

公
職
の
候
補
者
の
氏

 
名
及
び
公
職
の
種
類

 

和
 
田
 
葉
 
子

 

榊
 
間
 
元
 
宏

 

 体
 

和
 
田
 
ひ
と
み

 

松
 
井
 
康
 
司
 

野
 
田
 
聖
 
子

 
衆
議
院
議
員

 

体
 

 

 

藤
井
正
義
後
援
会

 

福
野
寿
英
後
援
会

 

平
井
は
じ
め
を
励
ま
す
会

 

税
理

士
に

よ
る

松
田

岩
夫

後
援
会

 

柴
田
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

 

サ
ル
ビ
ア
会

 

民
主

党
岐

阜
県

参
議

院
選

挙
区
第
２
総
支
部

 

政
治

団
体

の
名

称
 

長
谷
川
 
毅
 
朗

 

丹
 
羽
 
 
 
進

 

伊
 
藤
 
常
 
男

 

羽
田
野
 
晴
 
雄

 

柴
 
田
 
秀
 
子

 

島
 
 
 
 
 
稔

 

山
 
下
 
八
洲
夫
 

代
 
表
 
者

 
の
 
氏
 
名

 

野
 
口
 
博
 
明

 

水
 
野
 
嘉
 
元

 

伊
 
藤
 
征
 
雄

 

西
 
村
 
 
 
浩

 

水
 
野
 
税
 
夫

 

今
 
木
 
 
 
子

 

岩
 
井
 
生
久
子
 

会
計
責
任
者

 
の
 
氏
 
名

 

美
濃
加
茂
市
太
田
町

4330 

瑞
穂
市
古
橋

1334 

海
津
市
南
濃
町
田
鶴

711 

岐
阜
市
六
条
南
１
―
20―

13 

土
岐
市
妻
木
町

1361―
２
 

岐
阜
市
加
納
新
本
町
２
―
23 

中
津
川
市
千
旦
林

1511―
85 

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

 

平
成
22年

 

12月
23日

 

平
成
22年

 

12月
19日

 

平
成
22年

 

12月
22日

 

平
成
22年

 

12月
15日

 

平
成
22年

 

12月
10日

 

平
成
22年

 

12月
９
日
 

平
成
22年

 

12月
10日

 

解
 
 
散

 
年

 月
 日

 

      政
党
の
支
部
 

政
党
又
は
政
党

 
の
支
部
の
場
合

 
そ
の
旨
の
表
示

 

      民
主
党
 

当
該
政
党
の
支
部

 
を

支
部

と
す

る
 

政
党

の
名

称
 

      一
以
上
市
町
村
区
域
等
 

一
以
上
の
市
町
村
の
区

 
域
等
を
単
位
と
し
て
設

 
け
ら
れ
る
支
部
の
表
示
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号 

  

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

大 
 

松 
 

利 
 

幸 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

    
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

届
出
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日 

二 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

株
式
会
社
海
龍
リ
バ
ー
サ
イ
ド
モ
ー
ル 

三 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

リ
バ
ー
サ
イ
ド
モ
ー
ル 

シ
ン
セ
イ 

（
Ⅰ
） 

 
 

本
巣
市
国
領
字
川
田
二
三
六
番
の
一 

外 

四 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

 
 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

（
変
更
前
）
二
〇
六
一
台 

 
 

（
変
更
後
）
二
二
六
〇
台 

 
 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

（
変
更
前
）
二
〇
箇
所 

林
 
 
宏
優
 

岸
上
 

あ
お

い
 

届
出
を
し
た
 

者
の

氏
名

 

山
県
市
長
 

岐
阜
県
議
会
議
員
 

公
職

の
種

類
 

林
宏
優
後
援
会
 

岸
上
あ
お
い
後
援
会
 

資
金

管
理

団
体

の
 

名
称
 

山
県
市
西
深
瀬
 

1439
 

岐
阜
市
入
舟
町
 

４
―
７
―
２
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

林
 
 
宏
優
 

岸
上
 

あ
お

い
 

代
表

者
の

 

氏
名
 

藤
井
正
義
後
援
会

 

福
野
寿
英
後
援
会

 

長
谷
川
 
毅
 
朗

 

丹
 
羽
 
 
 
進

 

野
 
口
 
博
 
明

 

水
 
野
 
嘉
 
元

 

美
濃
加
茂
市
太
田
町

4330 

瑞
穂
市
古
橋

1334 

平
成
22年

 

12月
23日

 

12月
19日
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（
変
更
後
）
一
八
箇
所 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
流
通
課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

  

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

届
出
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日 

二 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

株
式
会
社
海
龍
リ
バ
ー
サ
イ
ド
モ
ー
ル 

三 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

リ
バ
ー
サ
イ
ド
モ
ー
ル 

シ
ン
セ
イ 

（
Ⅱ
） 

 
 

本
巣
市
政
田
字
下
西
浦
一
九
三
九 

外 

四 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

 
 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

（
変
更
前
）
二
〇
六
五
台 

 
 

（
変
更
後
）
二
二
六
〇
台 

 
 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

（
変
更
前
）
二
〇
箇
所 

 
 

（
変
更
後
）
一
八
箇
所 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第

四
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

川
辺
町
木
曽
川
右
岸
用
水
土 

地
改
良
区 

施

行

者

名 

川

辺

町 

施
行
に
係
る
地
区
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